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福祉
ふ く し
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適正化
てきせいか

委員会
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福祉
ふ く し

サービスに関する
かん       

苦情
くじょう

解決
かいけつ

制度
せ い ど

 

北海道
ほっかいどう

福祉
ふ く し

サービス運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

（運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

）は、社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

第８３条
だい    じょう

に

基づき
もと    

北海道
ほっかいどう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

に設置
せ っ ち

され、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

、法律
ほうりつ

、医療
いりょう

などの専門家
せんもんか

で構成
こうせい

される

公正
こうせい

、中立
ちゅうりつ

な第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

として「福祉
ふ く し

サービスの苦情
くじょう

解決
かいけつ

」にあたります。 

「事
じ

業者
ぎょうしゃ

との話し合い
は な  あ   

では解決
かいけつ

できなかった」「事
じ

業者
ぎょうしゃ

には直接
ちょくせつ

相談
そうだん

しにくい」など、

事
じ

業者
ぎょうしゃ

ではないところに福祉
ふ く し

サービスの苦情
くじょう

を 訴
うった

えたいときには、運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

に

ご相
そう

談
だん

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 個人
こ じ ん

の情報
じょうほう

が外部
が い ぶ

に漏れる
も   

ことはありません。 

○ 委員
い い ん

ならびに事務局
じむきょく

職員
しょくいん

には個人
こ じ ん

の秘密
ひ み つ

をかたく守る
ま も  

義務
ぎ む

が課せられて
か     

います。 

○ 苦情
くじょう

を申し出る
もう  で  

方
かた

が匿名
とくめい

（名乗らない
な の    

）であっても相談
そうだん

をお受け
 う  

します。 

○ 相談
そうだん

、あっせんなどはすべて無料
むりょう

です。 

福祉
ふ く し

サービスを利用
り よ う

している

皆
みな

さまへ 

運営
うんえい

適正化
て き せ い か

委員会
い い ん か い

は、事業所
じぎょうしょ

のご 協 力
   きょうりょく

を得ながら
え    

苦情
くじょう

解決
かいけつ

にあたります。  

※運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

は、強制的
きょうせいてき

に事業所
じぎょうしょ

に調査
ちょうさ

に入ったり
はい     

、

報告
ほうこく

を求めたり
もと      

、指導
し ど う

したりはできません。 



●運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の扱
あつか

う福祉
ふ く し

サービス 

児童
じ ど う

、障
しょう

がい者
しゃ

、高齢者
こうれいしゃ

などの方々
かたがた

が受
う

ける福祉
ふ く し

サービスです。 

●相談
そうだん

できる方
かた

 

福祉
ふ く し

サービスを利用
り よ う

している本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

、代理人
だいりにん

です。また、民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

や福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

などサービスの提供
ていきょう

の内
ない

容
よう

についてよく知
し

っている方
かた

も相談
そうだん

できます。 

●相談
そうだん

対応者
たいおうしゃ

 

運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

には、相談
そうだん

にあたる職員
しょくいん

がいます。苦情
くじょう

の内容
ないよう

によっては弁護士
べ ん ご し

、医師
い し

、社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

、大学
だいがく

教員
きょういん

などの専門家
せんもんか

の委
い

員
いん

が調査
ちょうさ

やあっせんを行
おこな

い、苦情
くじょう

の解決
かいけつ

にあたります。 

●相談
そうだん

方法
ほうほう

 

直接
ちょくせつ

来所
らいしょ

（予約
よ や く

が必要
ひつよう

です）していただくか、電話
で ん わ

、ファックス、

手紙
て が み

、 E
いー

メールでも受
う

け付
つ

けております。 

●相談
そうだん

時間
じ か ん

 

受
う

け付
つ

けは月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

の午前
ご ぜ ん

９時
じ

から午後
ご ご

４時
じ

（祝祭日
しゅくさいじつ

、

年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を除
のぞ

く）までの間
あいだ

です。ファックス、 E
いー

メールは２４時間
じ か ん

受
う

け付
つ

けております。 



運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の 福祉
ふ く し

サービス
    

苦情
くじょう

解決
かいけつ

の流
なが

れ①【苦情
くじょう

通知
つ う ち

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【苦情
くじょう

通知
つ う ち

の例
れい

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者
りようしゃ

等
とう

 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

 

苦 情
くじょう

 

運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の専門員
せんもんいん

（事務局
じむきょく

職 員
しょくいん

）が苦情
くじょう

のある方
かた

（利用者
りようしゃ

等
とう

）から苦情
くじょう

内容
ないよう

を

聞
き

き取
と

り『苦情
くじょう

通知書
つうちしょ

』
」

にまとめます。苦情
くじょう

通知書
つうちしょ

の内容
ないよう

を利用者
りようしゃ

等
とう

に確認
かくにん

いただいた後
のち

に、

苦情先
くじょうさき

の福祉
ふくし

サービス提 供 者
ていきょうしゃ

（事
じ

業 者
ぎょうしゃ

）に『苦情
くじょう

通知
つうち

』します。（苦情
くじょう

のお知
し

らせ）以下
い か

 

のような文書
ぶんしょ

で通知
つうち

されます。 

なお、虐 待
ぎゃくたい

や不当
ふとう

な行為
こうい

があった場合
ばあい

は北海道
ほっかいどう

知事
ち じ

への通報
つうほう

を行 い ま す
おこな      

。 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の対 応
たいおう

に不満
ふまん

が… 

運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 

苦 情
くじょう

を文 書
ぶんしょ

にして知
し

らせる 



運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の 福祉
ふ く し

サービス苦情
くじょう

解決
かいけつ

の流
なが

れ②【事
じ

業者
ぎょうしゃ

回答
かいとう

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の 福祉
ふ く し

サービス苦情
くじょう

解決
かいけつ

の流れ
なが  

③【委員会
いいんかい

協議
きょうぎ

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

からの『事
じ

業 者
ぎょうしゃ

回答
かいとう

』に対
たい

する利用者
りようしゃ

等
とう

の感想
かんそう

を踏
ふ

まえ、運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

（福祉
ふくし

サー

ビス苦情
くじょう

解決
かいけつ

委員会
いいんかい

[
 

委員
いいん

]）において協議
きょうぎ

します。委員会
いいんかい

は 概
おおむ

ね２ヵ月
げつ

に１回
かい

開催
かいさい

しています。 

利用者
りようしゃ

等
とう

が『事
じ

業 者
ぎょうしゃ

回答
かいとう

』に納得
なっとく

し、委員会
いいんかい

としても異論
いろん

がなければ苦情
くじょう

は『終 結
しゅうけつ

』し、利用
りよう

者
しゃ

等
とう

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の両 方
りょうほう

に文書
ぶんしょ

で『終 結
しゅうけつ

』
」

が通知
つうち

されます。 

利用者
りようしゃ

等
とう

が納
なっ

得
とく

しない場合
ばあい

や委員会
いいんかい

としてさらに確認
かくにん

すべき点
てん

がある場合
ばあい

などは、苦情
くじょう

解決
かいけつ

の方
ほう

法
ほう

について検討
けんとう

、協議
きょうぎ

を継続
けいぞく

します。 

委員会
いいんかい

による協議
きょうぎ

 

または 

納得
なっとく

いかない!! 

運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 

利用者
りようしゃ

等
とう

 

苦情
くじょう

解決
かいけつ

の次
つぎ

の段階
だんかい

へ 

苦情
くじょう

の『終結
しゅうけつ

』（終
お

わり） 

納得
なっとく

!! 

苦情
くじょう

通知
つうち

を送
おく

ったら、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

には運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

に対して
たい   

『事
じ

業 者
ぎょうしゃ

回答
かいとう

』（苦情
くじょう

に対
たい

する答
こた

え）を提 出
ていしゅつ

いただきます。 

この『事
じ

業 者
ぎょうしゃ

回答
かいとう

』は、運営
うんえい

適正
てきせい

化
か

委員会
いいんかい

が利用者
りようしゃ

等
とう

に開
かい

示
じ

（お見
み

せ）し感想
かんそう

（意見
いけん

）

を聞
き

きます。 

利用者
りようしゃ

等
とう

 運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

 

苦 情
くじょう

に対する回 答
かいとう

（文 書
ぶんしょ

） お見
み

せして感 想
かんそう

を聞
き

く 

利用者
りようしゃ

等
とう

 



運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の 福祉
ふ く し

サービス苦情
くじょう

解決
かいけつ

の流
なが

れ④【ヒアリング・現地
げ ん ち

調査
ちょうさ

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会
いいんかい

（委員
いいん

）による協議
きょうぎ

に基づき
もと   

、次
つぎ

の方法
ほうほう

で苦情
くじょう

解決
かいけつ

にあたります。 

申出人
もうしでにん

ヒアリング 

委員会
いいんかい

（委員
いいん

、専門員
せんもんいん

）が利用者
りようしゃ

等
とう

から直 接
ちょくせつ

、苦情
くじょう

の詳 細
しょうさい

を聞き
き  

とり、解決
かいけつ

の方
ほう

向性
こうせい

を検討
けんとう

します。 

委員会
いいんかい

（委員
い い ん

、専門員
せんもんいん

）が事
じ

業 者
ぎょうしゃ

から直 接
ちょくせつ

、苦情
くじょう

となった事項
じこう

の詳 細
しょうさい

や背景
はいけい

等
とう

を

聞き
き  

、解決
かいけつ

の方向性
ほうこうせい

を検討
けんとう

します。管理者
かんりしゃ

や関係
かんけい

する職 員
しょくいん

などにヒアリングするほか、

関係
かんけい

資料
しりょう

の確認
かくにん

なども行 い
おこな  

ます。 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

への現地
げんち

調 査
ちょうさ

 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

 

運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 

運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 

利用者
りようしゃ

等
とう

 

委員会
いいんかい

が詳しく
くわ    

聞き取り
き  と  

 

委員会
いいんかい

が詳しく
くわ    

聞き取り
き  と  

 

運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 



運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の 福祉
ふ く し

サービス苦情
くじょう

解決
かいけつ

の流
なが

れ⑤【事情
じじょう

調査
ちょうさ

結果
け っ か

通知書
つうちしょ

の通知
つ う ち

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪『改善
かいぜん

報告書
ほうこくしょ

』の情報
じょうほう

開示
か い じ

について≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者
りようしゃ

等
とう

 

運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

 

委員会
いいんかい

による協議
きょうぎ

 

利用者
りようしゃ

等
とう

は委員会
いいんかい

に対
たい

して、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が提
てい

出
しゅつ

した『改善
かいぜん

報告書
ほうこくしょ

』について『 情
じょう

報
ほう

開示
かいじ

請 求
せいきゅう

』（見
み

ることを希望
きぼう

する）することができます。『情 報
じょうほう

開示
かいじ

』（見
み

せる）

するかどうかは委員会
いいんかい

（委員
いいん

）で協議
きょうぎ

されます。委員会
いいんかい

（委員
いいん

）において開示
かいじ

する

（見
み

せる）ことが適切
てきせつ

と判断
はんだん

されれば『情 報
じょうほう

開示
かいじ

』として『改善
かいぜん

報告書
ほうこくしょ

』の写
うつ

し

を利用者
りようしゃ

等
とう

に送
そう

付
ふ

します。なお、委
い

員会
いんかい

（委員
いいん

）において、開示
かいじ

することが適切
てきせつ

でな

いと判断
はんだん

され『情 報
じょうほう

開示
かいじ

請 求
せいきゅう

』が却下
きゃっか

される（ 断
ことわ

られる）場合
ばあい

もあります。 

※『情 報
じょうほう

開示
かいじ

』は匿名
とくめい

で苦情
くじょう

を申
もう

し出
で

ている利用者
りようしゃ

等
とう

も請 求
せいきゅう

できます。 

情 報
じょうほう

開示
かいじ

請 求
せいきゅう

（見
み

せてください） 

情 報
じょうほう

開示
かいじ

 

（適切
てきせつ

と判断
はんだん

） 
運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 利用者
りようしゃ

等
とう

 

申出人
もうしでにん

ヒアリング、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

への現地
げんち

調査
ちょうさ

の結果
けっか

を踏
ふ

まえ、委員会
いいんかい

（委員
いいん

）において協議
きょうぎ

し、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

への『事情
じじょう

調査
ちょうさ

結果
けっか

通知書
つうちしょ

』（調査
ちょうさ

の結果
けっか

）をまとめ、通知
つうち

します。（事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、

利用者
りようしゃ

等
とう

の 両
りょう

方
ほう

に送
おく

られます。）『事情
じじょう

調査
ちょうさ

結果
けっか

通知書
つうちしょ

』には、苦情
くじょう

の背景
はいけい

等
とう

の分析
ぶんせき

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

として取
と

り組
く

むべき改善点
かいぜんてん

についての提言
ていげん

などが含
ふく

まれます。 

必要
ひつよう

な場合
ばあい

には事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に『事情
じじょう

調査
ちょうさ

結果
けっか

通知書
つうちしょ

』を受
う

け取
と

ってから約
やく

３ヵ月
 げつ

を経
へ

た後
のち

の

改善
かいぜん

状 況
じょうきょう

を報告
ほうこく

してもらいます。（『改善
かいぜん

報告書
ほうこくしょ

』の提 出
ていしゅつ

） 

調査
ちょうさ

の結果
けっか

を文書
ぶんしょ

でお知
し

らせ 



運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の 福祉
ふ く し

サービス苦情
くじょう

解決
かいけつ

の流
なが

れ⑥【改善
かいぜん

報告書
ほうこくしょ

の提
てい

出
しゅつ

／委員会
いいんかい

協議
きょうぎ

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の 福祉
ふ く し

サービス
    

苦情
くじょう

解決
かいけつ

の流
なが

れ⑦【あっせん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会
いいんかい

による協議
きょうぎ

 運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

 

利用者
りようしゃ

等
とう

 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

から提 出
ていしゅつ

された『改善
かいぜん

報告書
ほうこくしょ

』の内容
ないよう

をもとに、適切
てきせつ

に改善
かいぜん

されているかどう

かの見解
けんかい

を委員会
いいんかい

（委員
いいん

）において協議
きょうぎ

します。 

適切
てきせつ

に改善
かいぜん

されていると認
みと

められれば『改善
かいぜん

報告書
ほうこくしょ

』が受理
じゅり

され、苦情
くじょう

の『終 結
しゅうけつ

』（終
お

 

わり）に向
む

けた手続き
てつづ  

が進
すす

められます。適切
てきせつ

に改善
かいぜん

されていると認
みと

められない事項
じこう

がある場
ば

 

合
あい

は、『改
かい

善
ぜん

報告書
ほうこくしょ

』の再 提 出
さいていしゅつ

を求
もと

めます。 

また、利用者
りようしゃ

等
とう

または事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が『あっせん』（委員会
いいんかい

が 間
あいだ

に入
はい

り話
はな

し合
あ

い）を希望
きぼう

した

場合
ばあい

は、それを実施
じっし

するかどうかについて委員会
いいんかい

（委員
いいん

）で協議
きょうぎ

します。 

※1 『あっせん』の申請
しんせい

（希望
きぼう

）は決
き

められた期限
きげん

までに 行
おこな

う必要
ひつよう

があります。期限後
き げ ん ご

に

はできません。 

※2 匿名
とくめい

で苦情
くじょう

を申
もう

し出
で

ている利用者
りようしゃ

等
とう

が『あっせん』を希望
きぼう

することはできません。 

利用者
りようしゃ

等
とう

または事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が希望
きぼう

し、委員会
いいんかい

（委員
いいん

）が必要
ひつよう

と判断
はんだん

し、かつ、相手方
あいてがた

が合意
ごうい

（了 解
りょうかい

）した場合
ばあい

に、委員会
いいんかい

（委員
いいん

、専門員
せんもんいん

）が立会
たちあ

い、苦情
くじょう

について話
はな

し合
あ

いをする『あ

っせん』を 行
おこな

います。『あっせん』を 行
おこな

った場合
ばあい

は、話
はな

し合
あ

いの結果
けっか

が利用者
りようしゃ

等
とう

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の両 方
りょうほう

にとって納
なっ

得
とく

できるものとならない場合
ばあい

（不成立
ふせいりつ

）も、苦情
くじょう

は『終 結
しゅうけつ

』となりま

す。（相手方
あいてがた

が『あっせん』を拒否
きょひ

した（ 断
ことわ

った）場合
ばあい

も、不成立
ふせいりつ

となり、苦情
くじょう

の『終 結
しゅうけつ

』

に向
む

けた手続
てつづ

きが進
すす

められます。） 

運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 

改善
かいぜん

について文書
ぶんしょ

で報告
ほうこく

 

委員会
いいんかい

が 間
あいだ

に入
はい

り 

話
はな

し合
あ

い 

※事
じ

業 者
ぎょうしゃ

から 断
ことわ

られた場合
ばあい

は 

「終 結
しゅうけつ

」（終
お

わり）となります。 



運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の 福祉
ふ く し

サービス苦情
くじょう

解決
かいけつ

の流
なが

れ⑧【終結
しゅうけつ

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※上記
じょうき

のような流
なが

れの他
ほか

に、苦情
くじょう

解決
かいけつ

の過程
かてい

（途中
とちゅう

）において、利用者
りようしゃ

等
とう

が苦情
くじょう

を取
と

り下
さ

げた

場合
ばあい

や事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の 協 力
きょうりょく

が得
え

られなくなった場合
ばあい

には、苦情
くじょう

は『終 結
しゅうけつ

』となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終
お

わりに 

 北海道
ほっかいどう

福祉
ふ く し

サービス運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

では、このパンフレットでご紹介
しょうかい

したような

流
なが

れで、福祉
ふ く し

サービスの「苦情
くじょう

」解決
かいけつ

に取
と

り組
く

んでいますが、「苦情
くじょう

」は利用者
りようしゃ

やご家
か

族
ぞく

などの方々
かたがた

と事
じ

業者
ぎょうしゃ

で（当事者
とうじしゃ

どうしで）お話合
はなしあ

いされることが一番
いちばん

の解決
かいけつ

の近道
ちかみち

です。 

 そして、当事者
とうじしゃ

どうしのお話合
はなしあ

いで解決
かいけつ

しないときや、 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に直接
ちょくせつ

相談
そうだん

しにくいときは、 

北海道
ほっかいどう

福祉
ふ く し

サービス運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

にご相
そう

談
だん

ください。 

 

北海道
ほっかいどう

福祉
ふ く し

サービス運営
うんえい

適正化
て き せ い か

委員会
い い ん か い

 

「福祉
ふ く し

サービス苦情
くじょう

解決
かいけつ

委員会
い い ん か い

」 

〒060-0002 札幌市
さっぽろし

中央区
ちゅうおうく

北
きた

２条
じょう

西
にし

７丁目
ちょうめ

１番地
ば ん ち

 かでる２．７ ３階
かい

 

☎
でんわ

   （０１１）２０４－６３１０ 

F a x
ファックス

 （０１１）２０４－６３１１ 

E
イー

-mail
メ ー ル

 tekisei@vesta.ocn.ne.jp 

委員会
いいんかい

において、事
じ

業 者 側
ぎょうしゃがわ

に適
てき

切
せつ

に改善
かいぜん

している 状 況
じょうきょう

が認
みと

められると判断
はんだん

されれば、

苦情
くじょう

は『終 結
しゅうけつ

』となります。事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に『改善
かいぜん

報告書
ほうこくしょ

』の『受理
じゅり

』が文書
ぶんしょ

で通知
つうち

されます。 

改善
かいぜん

報告書
ほうこくしょ

受理
じ ゅ り

 運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

 

受理
じゅり

通知
つうち

／終 結
しゅうけつ

 

（終わり
お   

） 

○電話
で ん わ

、来所
らいしょ

（予約
よ や く

が必要
ひつよう

）は、月
げつ

から金曜日
きんようび

（祝祭日
しゅくさいじつ

、年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を除
のぞ

く）の午前
ご ぜ ん

９時
じ

から午後
ご ご

４時
じ

まで相談
そうだん

受け付け
う  つ  

。 

○ F a x
ファックス

、 E
イー

-mail
メ ー ル

は２４時間
じ か ん

受け付け
う  つ  

。 

【イラスト提供】 2024.8.1 


